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税
・
証
明

夜
間
・
日
曜
納
税
窓
口

●
夜
間
納
税
窓
口　

日
時
／
毎
週
木
曜
日
20
時
ま
で（
祝
日

除
く
）。

●
日
曜
納
税
窓
口　

日
時
／
7
月
29
㈰
10
時
〜
15
時
。

場
所
・
詳
細

納
税
課（
市
役
所
本
庁
舎
12
番
窓
口
）

☎
381

・

1
0
1
3

夜
間
証
明
交
付
窓
口

日
時
／
毎
週
火
・
木
曜
日
17
時
15
分
〜

20
時（
祝
日
除
く
）。

場
所
／
市
民
課（
市
役
所
本
庁
舎
１
階

正
面
玄
関
か
ら
お
入
り
く
だ
さ
い
）。

●
夜
間
窓
口
で
受
け
付
け
す
る
証
明

　

住
民
票（
広
域
交
付
を
除
く
）、
印
鑑

証
明
、
戸
籍
全
部（
個
人
）事
項
証
明
な

ど
。
転
出
届
や
転
入
届
な
ど
の
異
動
届

は
お
受
け
し
て
い
ま
せ
ん
。

●
本
人
確
認
書
類

　

次
の
い
ず
れ
か
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

①
運
転
免
許
証
、パ
ス
ポ
ー
ト
、写
真
付

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
官
公
署
が

発
行
し
た
顔
写
真
付
き
の
書
類
／
1
点
。

②
健
康
保
険
証
、生
活
保
護
受
給
者
証
、

年
金
手
帳
、
学
生
証（
写
真
付
き
）、
社

員
証（
写
真
付
き
）な
ど
の
書
類
／
2
点
。

●
電
話
予
約
が
必
要
な
証
明

　

所
得
証
明
、課
税
証
明
、納
税
証
明
な

ど
は
市
民
税
課
へ
要
予
約
。

詳
細

市
民
課
市
民
係
☎
381
・
1
0
2
0

市
民
税
課
市
民
税
係
☎
381
・
1
0
1
2

野
幌
鉄
南
地
区

証
明
交
付
窓
口
の
移
転

　
移
転
日
／
7
月
2
日
㈪
。

移
転
先
／
野
幌
鉄
南
地
区
セ
ン
タ
ー
内

（
東
野
幌
本
町
62-

１
）。

詳
細

市
民
課
市
民
係
☎
381
・
1
0
2
0

土
地
・
家
屋
の
現
況
調
査

　

土
地
の
立
ち
入
り
や
家
屋
の
内
部
を
調

査
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。
調
査
員
は「
固
定
資

産
評
価
補
助
員
証
」を
携
行
し
て
い
ま
す
。

詳
細

資
産
税
課
☎
381
・
1
4
0
4

福
祉
・
健
康

夜
間
・
深
夜
・
早
朝
の

訪
問
介
護
利
用
者
へ
の
助
成

　
対
象
者
／
第
1
号
・
第
2
号
被
保
険

者
と
も
に
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す

る
方
（
生
活
保
護
受
給
者
は
除
く
）。

対
象
サ
ー
ビ
ス
／
夜
間（
18
時
〜
22
時
）、

深
夜（
22
時
〜
翌
日
6
時
）、
早
朝（
6

時
〜
8
時
）の
時
間
帯
の
訪
問
介
護
。

助
成
内
容
／
夜
間
、深
夜
、早
朝
の
割
増

分
を
助
成
。
ま
た
、
他
の
減
額
制
度
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
減
額
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
支
払
う
べ
き
利
用
者

負
担
額
と
の
差
額
を
助
成
。

助
成
方
法
／
1
割
の
利
用
料
を
い
っ
た

ん
事
業
者
に
支
払
っ
た
後
、申
請
。

申
請
方
法
／
利
用
し
た
事
業
所
か
ら
発

行
さ
れ
た
領
収
書
と
、
本
人
名
義
の
預

金
通
帳
の
口
座
情
報
が
記
載
さ
れ
た
申

請
書
を
提
出
。
サ
ー
ビ
ス
利
用
か
ら
2

年
経
過
し
た
助
成
の
申
請
は
不
可
。

詳
細

介
護
保
険
課
介
護
給
付
係

☎
381
・
1
0
6
7

認
知
症
高
齢
者
家
族

や
す
ら
ぎ
支
援
事
業

　　

研
修
を
受
け
た「
や
す
ら
ぎ
支
援
員
」

が
、
認
知
症
高
齢
者
の
見
守
り
や
話
し

相
手
を
し
ま
す
。
本
人
の
症
状
の
悪
化

防
止
、
家
族
の
外
出
時
や
休
息
が
必
要

な
時
な
ど
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

対
象
／
市
内
に
住
む
65
歳
以
上
の
認
知

症
高
齢
者
と
介
護
し
て
い
る
家
族
。

内
容
／
9
時
〜
17
時
ま
で
の
必
要
な
時

間
で
1
回
2
時
間
、
月
8
日
以
内（
日

曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
除
く
）。
支
援

員
が
活
動
可
能
な
範
囲
で
対
応
。

料
金
／
1
時
間
100
円
。
利
用
開
始
前
に

担
当
者
が
自
宅
に
伺
い
、
支
援
内
容
に

つ
い
て
確
認
。

詳
細

介
護
保
険
課
高
齢
福
祉
係

☎
381
・
1
0
6
7

徘
徊
高
齢
者
位
置
検
索
サ
ー
ビ
ス

　

徘
徊
症
状
な
ど
で
行
方
が
分
か
ら
な
く

な
っ
た
場
合
に
、
現
在
位
置
を
検
索
で
き
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る
位
置
情
報
端
末
機
を
お
貸
し
し
ま
す
。

検
索
依
頼
方
法
／
位
置
情
報
セ
ン
タ
ー

に
電
話
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
P
H
S

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
、
お
お
よ
そ

の
位
置
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
／
市
内
に
住
む
65
歳
以
上
の
認
知

症
高
齢
者
と
同
居
す
る
家
族
。

料
金
／
月
額
千
260
円
。

詳
細

介
護
保
険
課
高
齢
福
祉
係

☎
381
・
1
0
6
7

国
民
年
金
保
険
料

●
口
座
振
替
で
割
引
に
な
り
ま
す

　

通
常
の
口
座
振
替
の
振
替
日
は
翌
月

末
で
す
が
、
当
月
末
振
替
を
選
択
す
る

と
月
々
の
保
険
料
額
が
50
円
割
引
と
な

り
、1
年
間
で
600
円
お
得
で
す
。

申
込
方
法
／
口
座
振
替
納
付（
変
更
）

申
出
書
・
通
帳
・
届
出
印
を
持
参
し
、取

引
金
融
機
関
ま
た
は
新
さ
っ
ぽ
ろ
年
金

事
務
所
で
申
し
込
み
。

●
保
険
料
の
免
除

　

平
成
24
年
度
7
月
分
以
降
の
年
金
保

険
料
の
免
除
申
請
の
受
け
付
け
を
行
い

ま
す
。
免
除
に
は
前
年
の
所
得
に
応
じ

て
全
額
、4
分
の
3
、半
額
、4
分
の
1

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
30
歳
未
満
の
方
に

は
、
納
付
猶
予
と
い
う
制
度
も
あ
り
ま

す
。
免
除（
猶
予
）の
期
間
は
、
受
給
資

格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。
申
請
を
し

な
い
ま
ま
未
納
で
い
る
と
、
年
金
を
受

け
ら
れ
な
い
場
合
や
、
万
が
一
の
と
き

に
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を

受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
細

国
保
年
金
課
年
金
係
☎
381
・
1
0
2
8

新
さ
っ
ぽ
ろ
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

☎
892
・
9
3
1
6

国
保「
高
齢
受
給
者
証
」の
更
新

　

現
在
、
江
別
市
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方
が
お
持
ち
の「
高
齢
受

給
者
証
」は
、
有
効
期
限
が
平
成
24
年

7
月
31
日
ま
で
で
す
の
で
、
平
成
23
年

中
の
所
得
に
基
づ
き
負
担
割
合
を
判
定

し
て
、
新
し
い「
高
齢
受
給
者
証
」を
郵

送
し
ま
す
。
有
効
期
限
は
平
成
25
年
7

月
31
日
ま
で
で
す
。
な
お
、
そ
の
日
ま

で
に
75
歳
に
な
ら
れ
る
方
の
有
効
期
限

は
、誕
生
日
の
前
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

●
負
担
割
合
に
つ
い
て

　

医
療
制
度
改
革
に
よ
り
、
平
成
20
年

4
月
か
ら
窓
口
負
担
は
2
割
の
予
定
で

し
た
が
、
負
担
割
合
の
凍
結
に
よ
り
平

成
25
年
3
月
31
日
ま
で
は
1
割
の
ま
ま

で
据
え
置
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、

平
成
25
年
4
月
か
ら
は
2
割
負
担
と
な

り
、
高
齢
受
給
者
証
の
表
示
は「
2
割

（
平
成
25
年
3
月
31
日
ま
で
は
1
割
）
」

と
な
り
ま
す
。

詳
細

国
保
年
金
課
国
保
給
付
係

☎
381
・
1
0
2
8

国
保「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

の
更
新

　　

江
別
市
の
国
民
健
康
保
険
で
交
付
し

て
い
る
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
有

効
期
限
は
平
成
24
年
7
月
31
日
ま
で
で

す
の
で
、
更
新
の
受
け
付
け
を
行
い
ま

す
。「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」
の
更
新
も
併
せ
て
行
い
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の
／
国
民
健
康
保
険

証
、
現
在
お
使
い
の
認
定
証
、
入
院
期
間

が
確
認
で
き
る
入
院
費
の
領
収
書
な　

　

ど（
道
・

市
民
税
が
非
課
税
の
世
帯
で
、
過
去
1

年
間
に
90
日
以
上
入
院
し
て
い
る
場
合
）。

申
請
先
／
7
月
17
日
㈫
か
ら
国
保
年
金

課
ま
た
は
市
役
所
大
麻
出
張
所
。

詳
細

国
保
年
金
課
国
保
給
付
係

☎
381
・
1
0
2
8

特
定
疾
病
療
養
受
療
証
の
更
新

　

現
在
お
持
ち
の
受
療
証
は
、
有
効
期

限
が
平
成
24
年
7
月
31
日
ま
で
で
す
。

平
成
24
年
8
月
1
日
以
降
に
使
用
で
き

る
受
療
証
は
、
平
成
23
年
中
の
所
得
を

も
と
に
自
己
負
担
割
合
を
判
定
し
、
郵

送
し
ま
す
。
平
成
23
年
中
の
所
得
の
申

告
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
自
己
負
担

割
合
が
判
定
で
き
な
い
た
め
、
受
療
証

を
発
行
で
き
ま
せ
ん
。
市
役
所
5
番
窓

口
に
所
得
の
分
か
る
も
の
を
持
参
し
、

申
告
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

詳
細

国
保
年
金
課
国
保
給
付
係

☎
381
・
1
0
2
8

医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

　

現
在
お
持
ち
の
医
療
受
給
者
証（
重

度
心
身
障
が
い
者
・
ひ
と
り
親
家
庭
等
・

乳
幼
児
等
の
各
医
療
費
受
給
者
証
）は
、

有
効
期
限
が
7
月
31
日
ま
で
で
す
。
引

き
続
き
対
象
と
な
る
方
に
は
、
新
し
い

受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す
。
新
し
い
受

給
者
証
の
有
効
期
間
は
、
8
月
1
日
〜

平
成
25
年
7
月
31
日
ま
で
で
す（
年
齢

要
件
に
よ
り
一
部
有
効
期
限
の
異
な
る

も
の
あ
り
）。
本
年
7
月
31
日
ま
で
は

所
得
制
限
の
た
め
受
給
資
格
の
な
か
っ

た
方
で
も
、
平
成
23
年
中
の
所
得
や
控

除
額
の
状
況
に
よ
っ
て
は
8
月
1
日
か

ら
助
成
対
象
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
期
限
の
切
れ
た
受
給
者
証
は
、
医
療

助
成
課
ま
た
は
市
役
所
大
麻
出
張
所
へ

返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　

入
院
な
ど
で
医
療
費
の
申
請
手
続
き

の
簡
素
化
や
食
事
代
の
軽
減
の
た
め
、
あ

ら
か
じ
め「
限
度
額
適
用
認
定
証
」や「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
便
利
で
す
。
申

請
手
続
き
な
ど
の
詳
細
は
、
加
入
し
て
い

る
健
康
保
険
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
入
院
医
療
費
の
負
担
軽
減

　

10
月
1
日
よ
り
、
3
歳
〜
小
学
校
修

了
前
ま
で
の
児
童
の
入
院
医
療
費
が
初

診
時
一
部
負
担
金
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

●
所
得
制
限
の
緩
和

　

6
月
に
は
児
童
手
当
法
が
改
正
さ
れ
、

所
得
制
限
が
変
更
と
な
り
ま
す
。
平
均

的
な
4
人
世
帯（
妻
と
子
2
人
扶
養
）

の
場
合
、
収
入
額
の
上
限
が
860
万
円
か

ら
960
万
円
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

詳
細

医
療
助
成
課
医
療
助
成
係

☎
381
・
1
4
0
3

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
の
発
売
期
間
は
7
月
9
日
㈪
〜
27
日
㈮
、抽
せ
ん
日
は
8
月
7
日
㈫
で
す
。
収
益
金
は
、市
町
村
の
明
る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ
ま
す
。

えべチュン
メモ
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